
H23.10.17制定

頁 訂正箇所 誤 正 備考

2 4行目 さらに、2006年の改定で、延べ床面積2000㎡以上の さらに、2006年の改定で、○床面積2000㎡以上の

図1.3.1-1（線囲いの表題） 改定前 改正前

下から1行目 評価方法基準も合わせて参照されたい。 評価方法基準も併せて参照されたい。

10
図1.3.2-1　暖冷房負荷と熱損
失係数・夏期日射取得係数

（a）年間暖房負荷と熱損失係数の関係○　　　（b）年間冷房負荷と
夏期日射取得係数の関係○

（a）年間暖房負荷と熱損失係数の関係（暖房条件は部分間歇暖
房）　　　（b）年間冷房負荷と夏期日射取得係数の関係（冷房条件
は部分間歇冷房）

14 上から8行目
これまで「外気に接する床」として扱ってきたが、延床面積の一定
割合以下の小規模な

これまで「外気に接する床」として扱ってきたが、○床面積の一定
割合以下の小規模な

17 下から4行目 …を合わせて参照されたい。 …を併せて参照されたい。

24 条文のｎ　項 換気回復 換気回数

本文上から5行目
日射の影響により侵入する熱量は全て各部位毎に水平面の投影
面積に換算して求め、…

日射の影響により侵入する熱量は全て部位ごとに水平面の投影
面積に換算して求め、…

本文上から6行目 …各部位の合計を延床面積で除したものが… …各部位の合計を床面積で除したものが…

29 本文上から2行目 …に適合させることによる日射遮蔽対策と合わせて、… …に適合させることによる日射遮蔽対策と併せて、…

40 下から14行目、13行目 熱抵抗値基準値一覧表でいう断熱材とは……想定している。 （削除）

本文上から1行目 …小屋裏または天井裏が外気に通じている場合、… …小屋裏又は天井裏が外気に通じている場合、…

本文下から4行目 または建材畳床に使われている断熱材や… 又は建材畳床に使われている断熱材や…

44 本文下から3行目 …戸建住宅においては、延床面積の一定割合… …戸建住宅においては、床面積の一定割合…

49 本文上から7行目 小面積の窓（天窓は除く）やドアは、 小面積の窓（天窓は除く）は、

63 図3.3.2-2　タイトル 図3.3.2-2　日射取得係数の外面と定義 図3.3.2-2　日射取得係数の概念と定義

69 上から5行目 なお、建築基準法（施行令20条の6第1項第一号イ）では、… なお、建築基準法（施行令20条の8第1項第一号イ）では、…

69
（ｃ） 熱損失係数の算出
の上から3行目

…なお、熱損失係数算定用延べ面積は、… …なお、熱損失係数算定用床面積は、…

70 下から18行目 …ただし、Ｓは延べ面積… …ただし、Ｓは床面積…

住宅の省エネルギー基準の解説（第3版～6刷）用正誤表

27

42

8
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H23.10.17制定

頁 訂正箇所 誤 正 備考

75

表3.3.3-1
気積
「屋根断熱における小屋裏、
及び基礎断熱における床下」

算入しなくてよい。
ただし、小屋裏が収納用途でありタラップ等の開口部が設置され
ている場合は算入する。床下も同等。

算入しなくてよい。
ただし、小屋裏が収納用途等で利用されている場合は算入する。
床下も同様。
なお、熱損失係数と夏期日射取得係数の計算の場合、屋根断熱
にあっては、一部が天井断熱である場合も含めて、以下の方法に
よることができる。
①面積及び気積は、 屋根が設置されている階（以下｢屋根レベル｣
という。）ごとに算出する。（最上階の屋根、中間階の下屋、最下階
の下屋などに分けて算出する。）
② 「屋根の最高頂部」と「屋根直下の床面」までの間を『高さ寸法』
として、屋根直下の床面積（以下｢屋根水平投影面積」という。）に
その『高さ寸法』を乗じた値を求める。屋根直下の床の下部にさら
に下階がある場合は、『高さ寸法』を「屋根直下の床面」ではなく最
下階の床面までの寸法とする。この値を、屋根レベルごとの「階間
部を含む気積」とする。
屋根レベルごとの気積を合計した値から、階間部の気積を引いた
値を熱損失係数計算に用いる気積とする。
③ 熱損失係数と夏期日射取得係数の計算に用いる屋根、天井断
熱部位の面積は水平投影面積とする。
壁面積は、各方位の立面図において壁の垂直投影面積から開口
部面積を引いた値とする。ただし、壁の垂直投影面積は、壁上端
を「屋根の最高頂部」とした矩計とする。また、コの字型平面プラン
の場合は、凹部の立面図で壁の垂直投影面積も算出して加える。
④ 熱損失係数の計算で①～③により算出した気積及び面積を用
いた場合は、S（住宅の床面積の合計）に、屋根水平投影面積に１
／8を乗じた値を加算することができる。なお、夏期日射取得係数
の計算においては、S（住宅の床面積の合計）の加算はできない。

解説の追記
と

別紙解説図参照（挿入用）

図3.3.3-3　断面図内記述 吹抜け階段室は算入 （削除）

図3.3.3-3　断面図 図中ハッチ部分 断面図右中央部の白抜き四角を、左側２階壁部分まで延長する。

図3.3.3-3　断面図右中記述 階間ふところ部の気積は算入しなくてよい。
階間ふところ部、階段室及び吹抜け部の階間に相当する部分の
気積は算入しなくてよい。

（外壁と間仕切壁・外壁と床の間合い部等） （外壁と間仕切壁・外壁と床の取合部等）

Ｔ型及び＋型熱橋部 Ｔ型及びプラス型熱橋部

（外壁と間仕切壁・外壁と床の間合い部等） （外壁と間仕切壁・外壁と床の取合部等）

Ｔ型及び＋型熱橋部 Ｔ型及びプラス型熱橋部

表3.3.3-2(a)　左端項目欄

表3.3.3-2(b)　左端項目欄

76

80

81
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H23.10.17制定

頁 訂正箇所 誤 正 備考

6行目

具体的には、当該部分の土間床等の外周部に断熱を施さない場
合においても、下記の方法により年間暖冷房負荷、熱損失係数の
計算をすることができる。
　①「設計・施工指針」の熱貫流率基準の土間床等の外周部の値
を用いる。
　②「設計・施工指針」の断熱材の熱抵抗値基準の土間床等の外
周部の値を用いる。

具体的には、当該部分の土間床等の外周部に断熱を施さない場
合においても、「設計・施工指針」の熱貫流率基準の土間床等の
外周部の値を用いて、年間暖冷房負荷、熱損失係数の計算をす
ることができる。

12行目 …、延べ面積の5％以下の部分について、… …、床面積の5％以下の部分について、…

17行目

具体的には、床の「外気に接する部分」のうち、延べ面積の5％以
下の部分については、下記の方法により年間暖冷房負荷、熱損失
係数の計算をすることができる。
　①「設計・施工指針」の熱貫流率基準の床の「その他の部分」の
値を用いる。
　②「設計・施工指針」の断熱材の熱抵抗値基準の床の「その他の
部分」の値を用いる。

具体的には、床の「外気に接する部分」のうち、床面積の5％以下
の部分について上記特例を用いた場合、当該部分に「設計・施工
指針」の熱貫流率基準の床の「外気に接する部分」の値を用いて、
年間暖冷房負荷、熱損失係数の計算をすることができる。

89 最下行 Rwall＝Ri＋ΔRw＋ΔRe Rwall＝Rwi＋ΔRw＋ΔRe

1行目と2行目の間に1行挿入
Rwi：通気層室内側表面から室内側表面熱伝達抵抗を含む壁体の
熱抵抗の合計

上から5行目 ΔRe=｛0.146／（e12＋0.65）－0.1）｝×｛0.4／（Ro＋0.5）＋0.25｝ ΔRe=｛0.146／（e12＋0.65）－0.1｝×｛0.4／（Ro＋0.5）＋0.25｝

91 上から16行目
断熱厚さrと同じとする。図3.4.2-2(b)のように・・・断熱厚さrより大き
い場合・・・

断熱厚さℓと同じとする。図3.4.2-2のように・・・断熱厚さℓより大きい
場合・・・

93 上から8行目
…、付加断熱工法の代表的な下地構成である横下地455mm間隔
（図3.4.2-3(c)と縦下地…

…、付加断熱工法の代表的な下地構成である横下地455mm間隔
（図3.4.2-3(c)）と縦下地…

97 下から5行目

なお、本基準では、鉄骨造であっても、胴差と外壁との結合部にお
ける熱橋効果（熱橋係数による割り増し）は考慮しなくてよい。すな
わち、ある方位の壁面全体としての実質熱貫流率は、その壁面の
熱的境界を構成する各部位（外壁、その外壁面にある胴差、窓
等）毎に実質熱貫流率を計算し、それらの平均熱貫流率を求めれ
ばよい。

なお、鉄骨造の胴差と外壁との結合部においては、外壁一般部を
含めた結合部周辺の検討モデルで熱橋の影響を勘案した実質熱
貫流率を算出したのち、外壁一般部を除く結合部のみの実質熱貫
流率を求める。

表3.4.2-17　左端項目欄 熱抵抗値Rc (㎡K/W) 熱抵抗Rc [㎡・K/W]

表3.4.2-17　左端項目欄 吹込用グラスウール 吹込み用グラスウール

表3.4.2-17　左端項目欄 吹込用ロックウール 吹込み用ロックウール

表3.4.2-17　左端項目欄 A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温 A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板

表3.4.2-17　左端項目欄 A種押出法ポリスチレンフォーム保温 A種押出法ポリスチレンフォーム保温板

115
表3.4.2-18
3行目

タタミボード タタミボード(15mm)

84

90

114
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頁 訂正箇所 誤 正 備考

116
表3.4.2-19　枠組壁工法
「断熱材の施工法」欄

充填第熱工法 充填断熱工法

117
表3.4.2-19　枠組壁工法
「断熱材の施工法」欄

充填第熱工法 充填断熱工法

118
表3.4.2-19　枠組壁工法
「断熱材の施工法」欄

充填第熱工法 充填断熱工法

119
表3.4.2-19　枠組壁工法
「断熱材の施工法」欄

充填第熱工法 充填断熱工法

122 上から5行目 λsoil：土の熱伝導率［W/（m・K）］0.58～1.74W/（m・K）
λsoil：土の熱伝導率［W/（m・K）］0.58～1.74W/（m・K）

注：土の熱伝導率は、建設地の土の性状に応じて適切な値を用い
ること。

注：を追加

125 図3.4.2-24の（b）の断熱補強

１階床の南と北壁の取合い部および１階床のピット内の南と北壁
の取り合い部：断熱補強が無い、２階の北（右側）壁、腰壁（窓）と
床の取合い部：断熱補強なし、３階の北（右側）壁、腰壁（窓）と床
の取合い部：断熱補強あり、のイラストになっている。

１階床の南と北壁の取合い部および１階床のピット内の南と北壁
の取り合い部：ダブルで断熱補強を設置、２階の北（右側）壁、腰
壁（窓）と床の取合い部：ダブルで断熱補強を設置、３階の北（右
側）壁、腰壁（窓）と床の取合い部：断熱補強なし、のイラストとす
る。

3つのイラストに記号が記入されてない 左から（a）、中央（b）、右（c）

３つのイラスト共に同じ：構造熱橋部の構造熱橋部のはり、 ３つのイラスト共に同じ：構造熱橋部のはり、

139 表3.4.3-6の注釈　※）
表下部の注釈　※1～5）　と表中の※　が対応していない。　Ⅳ・Ⅴ
地域のドアのロとハ、Ⅵ地域のイにある※　は対応注釈なし、

表最上段の「ｶﾞﾗｽ中央部の熱貫流率〔W/㎡・K〕に※１）、代表的な
仕様例の「低放射複層」に※２）を、Ⅰ・Ⅱ地域のﾄﾞｱのイの断熱積
層構造に※３）を、同地域のﾄﾞｱのロの「金属製熱遮断構造」に※
４）、「断熱ﾌﾗｯｼｭ構造扉」に※５）を加筆、Ⅲ地域のﾄﾞｱ又は引戸の
イの「断熱積層構造」に※３）を、ロの「金属性遮断構造」に※４）を
加筆、語尾の※を削除。右枠の低放射複層にある※３）を※２）に
変更、Ⅳ・Ⅴ地域のドアのロとハ、Ⅵ地域のイにある ※　は削除。

140 上から13行目 告示に示されている表では、各地域毎に使用可能な建具を 告示に示されている表では、地域ごとに使用可能な建具を

ハ（代表的な仕様例追加） 複層（空気層12㎜）

ホ （削除）

145
表3.4.3-11　Ⅰ・Ⅱ地域
低放射複層ガラス　紙障子
ガラスの日射侵入率

0.37 0.39

146
表3.4.3-12　欄外
2.ガラスの仕様　2-1
の上から5行目

…、一般的にはLow-Eガラスともと称する。 …、一般的にはLow-Eガラスとも称する。 「と」を削除

151 上から8行目
②　照明設備について、従来は○全ての設備が対象であったが、
○居住環境上必要なものに限り、救命用、避難用の照明について
は、対象外とされた。

②　照明設備について、従来は外構を含む全ての設備が対象で
あったが、対象の設備は屋内に設けられるものを半密閉の共用部
に設置されるものや建築物とは切り離されて別途設置される外構
等の照明設備、また救命用、非難用、その他特殊な目的のための
照明設備を除く、居住環境上必要な照明を確保するため屋内の共
用部分に設けられたものが対象となった。

解説文の訂正

差替表参照
表3.4.3-7
熱貫流率4.07以下
窓、引戸又は框ドア

図3.4.2-27　構造熱橋部の形
状

128

141
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154 上から9行目

計算対象とする換気設備は、三相電源により駆動される機器とし、
非常用発電機室の換気設備のように常時は運転されない換気設
備や、会議室に設置される、タバコの煙を排気するための換気設
備などは計算対象外としてよい。また、・・・・・・設計がなされること
を推奨する。

計算対象とする換気設備は、非常用発電機室の換気設備のよう
に常時は運転されない換気設備や、会議室に設置される、タバコ
の煙を排気するための換気設備などは計算対象外としてよい。

解説文の削除

158 上から15行目

共同住宅の共用部分に設ける照明設備では、「明視性」の確保
（全般照明）及び、「明視性」と「快適性」の両方の確保（壁灯など：
共同住宅では多く用いられる）を目的とした照明設備を対象とす
る。したがって、建築物内部（天井・壁）と、ポーチ、外壁など建築
物のごく近傍の照明システムは対象となるが、建築物とは切り離さ
れて別途設置される外構等の照明設備システム、は評価の対象
から外れる。
平成２１年の改正では、従来全ての照明設備が対象であったの
が、居住環境上必要な照明を確保するため屋内に設けられたもの
のみが対象となり、避難用、救命用その他特殊な目的のための照
明設備については、評価対象とならないことになった。

共同住宅の共同部分に設ける照明設備では、外気に対し開放もし
くは半密閉の共用部に設置されるものや建築物とは切り離されて
別途設置される外構等の照明設備、また非難用、救命用その他
特殊な目的のための照明設備については評価の対象から外され
居住環境上、必要な照明を確保するため屋内の共用部分に設け
られたものが対象となった。

解説文の訂正

162
表4.3-3　標準照明消費電力
ＷＳの設定値

◎　カテゴリー１　：　屋内エントランスホール・風除室
◎　カテゴリー２　：　集会室、共用施設室
◎　カテゴリー３　：　メールコーナー、管理室、屋内廊下、屋内ＥＶ
ホール
◎　カテゴリー４　：　屋内階段、屋外階段、屋外廊下、ポーチ、
屋内駐車場、機械室・倉庫等、

◎　カテゴリー１　：　屋内エントランスホール
◎　カテゴリー２　：　集会室、共用施設室

◎　カテゴリー３　：　メールコーナー
※1

、管理室、屋内廊下、屋内Ｅ
Ｖホール
◎　カテゴリー４　：　屋内階段、機械室・倉庫等、
　
※1　は屋内に設置されたものに限る

①　「※1」　及び　「注釈を追
記」
②　風除室、屋外階段・廊
下、およびポーチ、屋内駐車

場
注）

を削除。
　
注）

屋内駐車場の中でも開放
型及び半密閉型等を指す。

189
図5.1.1-2　鉄筋コンクリート造
等の断熱工法パターン　（b）

１階床の南と北壁の取合い部および１階床のピット内の南と北壁
の取り合い部：断熱補強が無い、

１階床の南と北壁の取合い部および１階床のピット内の南と北壁
の取り合い部：ダブルで断熱補強を設置

192 下から15行目 鋼製部材は防湿・気密性に… 金属部材は防湿・気密性に…

196
表5.2.3-1
①備考欄

JISA9511（発泡プラスチック保温材）又はJISA9526（建築物断熱用
吹付け硬質ウレタンフォーム）A種１及びA種２に適合するもの及び
これらと同等以上の透湿抵抗を有するもの。
Ａ種３に該当する吹付け高発泡ウレタンフォームは対象外。

Ａ種フェノールフォーム３種２号を除くJISA9511（発泡プラスチック
保温材）又はJISA9526（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォー
ム）A種１及びA種２に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿
抵抗（透湿係数（厚さ25㎜）290ng/（㎡・s・Pa）以下）を有するもの。

解説の挿入

196
197

　　　下から1行目～1行目

また、JIS A 9526で透湿抵抗が規定されていないＡ種３（吹き付け
高発泡ウレタンフォーム）は①の対象外となるので注意が必要で
ある。

また、JIS A 9511で透湿係数が大きいＡ種フェノールフォーム３種２
号及びJIS A 9526で透湿率が規定されていないＡ種３（吹付け高
発泡ウレタンフォーム）は①の対象外となるので注意が必要であ
る。

解説の挿入

198 下から4行目 両面に同等の透湿抵抗をもつフィルムを面材等が貼付… 面材などが・・・ 解説の挿入

199 図5．2.4-3　右図 r’1　塗装 「r’1　塗装」を削除、及び図中外装材の左側一点鎖線を削除 削除
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H23.10.17制定

頁 訂正箇所 誤 正 備考

200
表5.2.4-2屋根断熱の前提条
件欄の最下行

・防露上必要な気密措置（5.3.1(4)(a)）を講じている。 ・防露上必要な気密措置（5.3.1(4)○）を講じている。

205 下から2行目 ・・・、断熱受け材の施工が必要にとなる(図4.3.2)。 ・・・、断熱受け材の施工が必要にとなる。 図4.3.2は参照不可

225 図5.3.2.-15 c)乾燥木材により通気止めを設置する方法 c)乾燥木材により気流止めを設置する方法

235 上から15行目 含水率19％以下の・・・ 含水率20％以下の・・・

上から19行目 5.3.4(4)で解説する。 5.3.6(4)で解説する。

図5.3.6-1　(b)外断熱工法

１階の床と南と北壁の取合い部：断熱補強が無い、２階の北（右
側）壁、腰壁（窓）と床の取合い部：断熱補強なし、３階の北（右側）
壁、腰壁（窓）と床の取合い部：断熱補強あり、のイラストになって
いる。

１階床の南と北壁の取合い部および１階床のピット内の南と北壁
の取り合い部：ダブルで断熱補強を設置、２階の北（右側）壁、腰
壁（窓）と床の取合い部：ダブルで断熱補強を設置、３階の北（右
側）壁、腰壁（窓）と床の取合い部：断熱補強なし、のイラストとす
る。

250 下から11行目 5.2.5(4)に基づけば 5.2.5に基づけば （4）を削除

表7.3.1-2 熱伝導率〔W/（㎡・K）〕 熱伝導率〔W/（m・K）〕

表7.3.1-2 断熱材区分E
の断熱材の種類

A種硬質ウレタンフォーム保温版2種1号
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種2号
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種3号
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種4号

A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号
A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号
A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号
A種硬質ウレタンフォーム保温板2種4号

（外壁と間仕切壁・外壁と床の間合い部等） （外壁と間仕切壁・外壁と床の取合部等）

Ｔ型及び＋型熱橋部 Ｔ型及びプラス型熱橋部

（外壁と間仕切壁・外壁と床の間合い部等） （外壁と間仕切壁・外壁と床の取合部等）

Ｔ型及び＋型熱橋部 Ｔ型及びプラス型熱橋部

299 下から2行目 （b）防風層の性能評価 （b）防風層の防風性に関する性能評価

302 24行目
（ハ）要求される性能
防湿材における透湿抵抗Ｒ´が8.16×1010［（㎡・s・Pa）/kg］（170
［（㎡・h・mmHg）/g］）以上であること。

（削除）

305 9行目 建設地の最寒月における日最低気温の平年値 建設地の最寒月における平均気温

表7.4.2-6　タイトル 非定常計算における通気層の分類と換気回数の設定 非定常計算における通気層の換気回数の設定

表7.4.2-6 通気層厚さ9㎜以上 通気層

308 表7.4.2-4、表7.4.2-5 308～314頁の2つの表
2つの表を差替え用「表7.4.2-4」を差し替えて「表7.4.2-5」は欠番と
する。

差替表参照

312 注１）
注1）せっこうボード、壁紙などの内装仕上げ材は、横架材まで張
上げない限り、室内側透湿抵抗に加味することはできない。

注1）せっこうボードなどの内装下地材は、横架材まで張上げない
限り、室内側透湿抵抗に加味することはできない。

314 表中　最下段 ξは透明湿比抵抗… ξは透湿比抵抗…

307

249

294

297

298

差替表参照

表7.3.4-1(a)　左端項目欄

表7.3.4-1(b)　左端項目欄
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H23.10.17制定

頁 訂正箇所 誤 正 備考

上から4行目
貫流熱損失と換気熱損失を合計し、それを延べ床面積で除して求
める。

貫流熱損失と換気熱損失を合計し、それを床面積で除して求め
る。

「延べ」削除

（ハ）熱損失係数　表中 イ）熱損失係数算定用延べ床面積（㎡） イ）熱損失係数算定用床面積（㎡） 「延べ」削除

322 上から2行目
壁体等（屋根、外壁、ドア）と窓の日射取得係数を合計し、それを
延べ床面積で除して求める。

壁体等（屋根、外壁、ドア）と窓の日射取得係数を合計し、それを
床面積で除して求める。

「延べ」削除

323
（ハ）夏期日射取得係数　表
中

イ）夏期日射取得係数算定用延べ床面積（㎡） イ）夏期日射取得係数算定用床面積（㎡） 「延べ」削除

（6）熱損失係数・夏期日射取
得係数計算
（ａ）熱損失係数

貫流熱損失と換気熱損失を合計し、それを延べ床面積で除して求
める。

貫流熱損失と換気熱損失を合計し、それを床面積で除して求め
る。

「延べ」削除

表中　部位欄の構造熱橋部 屋根-間仕切り壁 屋根-間仕切壁 「り」削除

表中　部位欄の構造熱橋部 外壁-間仕切り壁 外壁-間仕切壁 「り」削除

（ハ）熱損失係数 イ）熱損失係数算定用延べ床面積（㎡） イ）熱損失係数算定用床面積（㎡） 「延べ」削除

（ｂ）夏期日射取得係数
壁体等（屋根、外壁、ドア）と窓の日射取得係数を合計し、それを
延べ床面積で除して求める。

壁体等（屋根、外壁、ドア）と窓の日射取得係数を合計し、それを
床面積で除して求める。

「延べ」削除

表中　部位欄の構造熱橋部 屋根-間仕切り壁 屋根-間仕切壁 「り」削除

表中　部位欄の構造熱橋部 外壁-間仕切り壁 外壁-間仕切壁 「り」削除

335 計算例2(b)～2(i) ・・・、Ca=0.787を3.4.2の式・・・ ・・・を3.4.2の式・・・ Ca=0.787は誤植の為削除

336 計算例2(b)～2(i) ・・・、Ca=0.787を3.4.2の式・・・ ・・・を3.4.2の式・・・ Ca=0.787は誤植の為削除

321

328

329
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H23.10.17制定

頁 訂正箇所 誤 正 備考

下から3行目 但し、日射遮蔽物が… ただし、日射遮蔽物が…

下から2行目 室外側及び室内側表面の熱伝達抵抗（㎡K/W） 室外側及び室内側表面の熱伝達抵抗［㎡・K/W］ 「（　）」を削除

下から1行目 構成体1層目と2層目との間の中空層の熱抵抗（㎡K/W） 構成体1層目と2層目との間の空気層の熱抵抗［㎡・K/W］

下から5行目 但し、日射遮蔽物が… ただし、日射遮蔽物が…

下から3行目 室外側及び室内側表面の熱伝達抵抗［(㎡・K)/W］ 室外側及び室内側表面の熱伝達抵抗［㎡・K/W］ 「（　）」を削除

下から2行目 構成体1層目と2層目との間の中空層の熱抵抗［(㎡・K)/W］ 構成体1層目と2層目との間の空気層の熱抵抗［㎡・K/W］ 「（　）」を削除

下から1行目 構成体2層目と3層目との間の中空層の熱抵抗［(㎡・K)/W］ 構成体2層目と3層目との間の空気層の熱抵抗［㎡・K/W］ 「（　）」を削除

表7.5.5-2　項目名 ガラス面との間の熟抵抗（(㎡・K)/W） ガラス面との間の熱抵抗［㎡・K/W］

表7.5.5-3　項目名 表面熟伝達抵抗（(㎡・K)/W） 表面熱伝達抵抗［㎡・K/W］

337

338

340
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表3.3.3-1（75頁）別紙解説図　

（ａ）階間部を含む気積

網掛け部分が「階間部を含む気積」算出
範囲となる。

（ｂ）熱損失係数計算に用いる気積 （ｃ）屋根・天井、壁の面積

「階間部を含む気積」から階間部の気積を
引いた値が熱損失係数計算に用いる気積
の値となる。

屋根勾配を考慮せず、屋根最高頂部を最高高さ
とする直方体で屋根・天井、及び壁面積を算出
する。

実際の建物外周ライン

最下階の床面

屋根直下の床面

最高頂部

最高頂部

屋根直下の床面

最上階の屋根
のあるエリア

最下階の
下屋のあ
るエリア

高
さ
寸
法

高
さ
寸
法

実際の建物外周ライン

最上階の屋根
のあるエリア

最下階の
下屋のあ
るエリア

階間部の気積
を差し引く。

垂
直
水
平
投
影
面
積

(

こ
れ
か
ら
開
口
部
を
引
い
た

　
値
が
壁
の
面
積

)

実際の建物外周ライン

最高頂部

最高頂部

垂
直
水
平
投
影
面
積

(

こ
れ
か
ら
開
口
部
を
引
い
た

　
値
が
壁
の
面
積

)

水平投影面積で屋根
断熱面積を算出



表3.4.3-7　熱抵抗を開口部で補完するときの［建具とガラスの組合せによる仕様基準］

ガラス中央部の
熱貫流率
［W/(㎡・K)］

代表的な仕様例

窓又は引戸 イ （二重）金属製＋プラスチック（木）製 2.91以下 単板＋単板

イ （一重）木製又はプラスチック製 3.01以下 複層（空気層12㎜）

ロ （一重）金属製熱遮断構造 2.08以下 低放射複層（空気層12㎜）

イ 木製断熱積層構造

ロ

金属製高断熱構造
　扉：断熱フラッシュ構造
　　　辺縁部等熱遮断構造
　枠：熱遮断構造

イ （一重）金属・プラスチック（木）複合構造製

ロ （一重）金属製熱遮断構造

ハ （一重）金属製 3.01以下
低放射複層（空気層6㎜）
複層（空気層12㎜）

ドア イ 金属製　扉：断熱材充填フラッシュ構造 3.36以下
複層（空気層6㎜）
単板２枚（空気層12㎜以上）

表7.4.2-6　非定常計算における通気層の換気回数の設定

なし

外壁 30回/h

屋根 15回/h

注：通気経路上の障害物とは、防火上の通気役物を意味する。

あり

15回/h

－

建具の仕様

併用することができる
ガラスの熱貫流率又は仕様

ドア

窓、引戸又は
框ドア

3.01以下 複層（空気層12㎜）

3.36以下 複層（空気層6㎜）

通気経路上の障害物

2.91
以
下

4.07
以
下

窓、引戸又は
框ドア

熱貫
流率

形態区分



表7.4.2-4　各種材料、通気層の透湿率、透湿比抵抗、透湿抵抗

材料名 厚さ 備考 出典

ng/(m・s・Pa） g/(m・h・㎜Hg) m・s・Pa/ｎg m・h・㎜Hg/g ㎜ ㎡・s・Pa/ｎg ㎡・h・㎜Hg/g

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ・ﾛｯｸｳｰﾙ 170 0.0816 0.00588 12.3 100 0.000588 1.23 １）

ｾﾙﾛｰｽﾞﾌｧｲﾊﾞｰ 155 0.0744 0.00645 13.4 100 0.000645 1.34 １）

A種ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　特号 4.6 0.0022 0.22 450 25 0.00541 11.3 JISA9511：2006R ※1

A種ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　1号 3.6 0.0017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JISA9511：2006R ※1

A種ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　2号 5.1 0.0025 0.20 410 25 0.00488 10.2 JISA9511：2006R ※1

A種ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　3号 6.3 0.0030 0.16 330 25 0.00400 8.33 JISA9511：2006R ※1

A種ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　4号 7.3 0.0035 0.14 290 25 0.00345 7.18 JISA9511：2006R ※1

A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　1種a 5.1 0.0025 0.20 410 25 0.00488 10.2 JISA9511：2006R ※1

A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　1種b、2種a、
2種b、3種a、3種b　　　（ｽｷﾝなし）

3.6 0.0017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JISA9511：2006R ※1

A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　1種b、2種a、
2種b、3種a、3種b　　　（ｽｷﾝあり）

1.4 0.00066 0.73 1500 25 0.018 38 JISA9511：2006R ※1

A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　1種 4.6 0.0022 0.22 450 25 0.00541 11.3 JISA9511：2006R ※1

A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　2種1号、2種2号、
2種3号、2種4号

1.0 0.00048 1.0 2100 25 0.025 52 JISA9511：2006R ※1

B種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　1種1号 4.6 0.0022 0.22 450 25 0.00541 11.3 JISA9511：2006R ※1

B種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　1種2号 5.6 0.0027 0.18 370 25 0.00444 9.26 JISA9511：2006R ※1

B種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　2種1号、2種2号 1.0 0.00048 1.0 2100 25 0.025 52 JISA9511：2006R ※1

A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　1種1号 0.75 0.00036 1.3 2800 25 0.033 69 JISA9511：2006R ※1

A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　1種2号 1.4 0.00066 0.73 1500 25 0.018 38 JISA9511：2006R ※1

A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　2種 0.75 0.00036 1.3 2800 25 0.033 69 JISA9511：2006R ※1

A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　3種 3.8 0.0018 0.27 560 25 0.00667 13.9 JISA9511：2006R ※1

A種ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　1種1号、1種2号 1.5 0.00072 0.67 1400 25 0.017 35 JISA9511：2006R ※1

A種ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　2種1号、2種2号、
2種3号、3種1号

3.6 0.0017 0.28 570 25 0.00690 14.4 JISA9511：2006R ※1

A種ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　3種2号 33 0.016 0.031 64 25 0.0007692 1.603 JISA9511：2006R ※1

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　A種1 9.0 0.0043 0.11 230 100 0.011 23 JISA9526：2006

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　A種2、B種1、
B種2

4.5 0.0022 0.22 460 100 0.022 46 JISA9526：2006

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　A種3 31.7 0.0152 0.0315 65.7 100 0.00315 6.57 ２）

土壁 20.7 0.00994 0.0483 101 100 0.00483 10.1 密度1560[kg/m3] ３）

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 52.1 0.0250 0.0192 40 24.7 0.000474 0.988 ５）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.98 0.00143 0.336 699 100 0.0336 69.9 ４）

ALC 37.9 0.0182 0.0264 55.0 100 0.00264 5.50 表面処理なし ５）

合板 1.11 0.000533 0.901 1880 12 0.011 23 測定湿度25％RH ６）

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 39.7 0.0191 0.0252 52.5 12 0.00030 0.63 １）

OSB 0.594 0.000285 1.68 3510 12 0.020 42 測定湿度25％RH ６）

MDF 3.96 0.0019 0.253 526 12 0.0030 6.3 測定湿度25％RH ６）

軟質繊維板 18.8 0.00902 0.0532 111 12 0.00064 1.3 測定湿度25％RH ６）

ﾏﾂ 2.74 0.00132 0.365 760 12 0.0044 9.1 測定湿度40％RH　密度400 ５）

ｽｷﾞ（心材） 1.49 0.000714 0.672 1400 20 0.013 28 測定湿度40％RH ５）

ｽｷﾞ（辺材） 4.00 0.00192 0.250 521 20 0.0050 10 測定湿度40％RH ５）

ﾓﾙﾀﾙ　2210kg/m3 1.62 0.000778 0.617 1290 25 0.015 32 密度2210[kg/m3]、
水ｾﾒﾝﾄ比50％、調合1：1

５）

しっくい 52.1 0.0250 0.0192 40.0 12 0.00023 0.48 ５）

重量ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 7.2 0.0034 0.14 290 200 0.028 58 重量=18.2kg ５）

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 7.7 0.0037 0.13 270 200 0.026 54 重量=12.2kg ５）

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 2.1 0.0010 0.48 1000 12 0.0058 12 塗装なし ５）

住宅用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系防湿ﾌｨﾙﾑA種 - - - - - 0.082 170 JISA6930：1997

住宅用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系防湿ﾌｨﾙﾑB種 - - - - - 0.144 300 JISA6930：1997

透湿防水ｼｰﾄ - - - - - 0.00019 0.40
JISA6111：2004
透湿防水シートA ※2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ　20kg - - - - - 0.002 5 20kg/巻 ５）

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ　22kg - - - - - 0.144 300 22kg/巻 ５）

通気層＋外装材（ｶﾃｺﾞﾘｰⅠ） - - - - - 0.00086 1.8 外壁：通気層厚さ18㎜以上

通気層＋外装材（ｶﾃｺﾞﾘｰⅡ） - - - - - 0.0017 3.6

外壁：通気層厚さ18㎜以上（通気
経路上に障害物がある場合）、
通気層厚さ9㎜以上
屋根：通気層厚さ18㎜以上

通気層＋外装材（ｶﾃｺﾞﾘｰⅢ） - - - - - 0.0026 5.4
外壁：通気層厚さ9㎜以上（通気
経路上に障害物がある場合）
屋根：通気層厚さ9㎜以上

難燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 80 0.04 0.01 30 24 0.0003 0.6 JISA5404 ５）

断熱木毛ｾﾒﾝﾄ板 39 0.019 0.026 54 24.2 0.00062 1.3 ５）

GRC板 - - - - - 0.035 72 ５）

ﾛｯｸｳｰﾙ系天井材 5.9 0.0028 0.17 350 12.5 0.0021 4.4 ロックウール吸音版 ５）

せっこう系天井材 7.8 0.0038 0.13 270 9 0.0012 2.4 化粧せっこう ５）
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※1 透湿抵抗は、厚さ25㎜当たりの透湿係数[ng/(㎡・s・Pa)]の逆数を求め、有効数字となるよう四捨五入した数値
     透湿率は、厚さ25㎜当たりの透湿係数[ng/(㎡・s・Pa)]に0.025mを乗じて有効数字2桁となるよう四捨五入した数値
※2 透湿性（透湿抵抗）[㎡・s・Pa/μg]を[㎡・s・Pa/ng]に単位換算した数値

透湿率 透湿比抵抗
透湿抵抗

（=透湿比抵抗×厚さ［m］）


